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令和７ 年度資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書等入力等業務委託 

仕様書 

 

１  件名 

  令和７ 年度資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書等入力等業務委託 

 

２  履行場所 

（ １ ） 履行場所は次のと おり と する 。  

神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局 

神奈川県横浜市神奈川区栄町８ 番地１ ヨ コ ハマポート サイ ド ビ ル９ 、 11 階 

（ ２ ） 受託者が本委託業務を 履行する に当た っ て、 委託業務を 担当する 従業員（ 以下「 委託業

務従事者」 と いう 。 ） が本委託業務を 執行する ために必要な場所は、 後期高齢者医療広域

連合電算処理シ ス テム（ 以下「 標準シ ス テム 」 と いう 。 ） 端末等の設置場所のほか、 神奈

川県後期高齢者医療広域連合（ 以下「 委託者」 と いう 。 ） の指定する 場所と する 。  

（ ３ ） 委託者は 、 受託者が 本委託業務を 執行する た め に 必要な 場所及び電力等を 無償で   

提供する も のと する 。  

（ ４ ） 受託者は、 委託者が入居する 施設のう ち、 委託者が立ち入り を 認めた場所以外に立ち入

っ てはなら ない。  

 

３  契約期間等 

（ １ ） 委託期間 

   令和７ 年４ 月１ 日から 令和７ 年６ 月 30 日ま で 

   （ 土・ 日曜日、 国民の祝日に関する 法律に規定する 休日は除く 。 ）  

（ ２ ） 履行時間 

  ア ８ 時 30 分から 17 時 15 分ま で     

  イ  休日、 休暇等の委託業務従事者の服務に関する こ と は、 受託者の定める と こ ろ によ る

が、 こ の場合において 受託者は、 委託者の業務に支障を き たさ ないよ う 考慮し な ければ

なら ない。  

  ウ  突発的な業務、 ま たス ケ ジュ ール遂行に支障の生じ る 場合など によ り 、 作業時間に変

更が生じ る 場合は、 事前に委託者と の協議を 行い、 ア に規定する 履行時間外に対応する

こ と 。  

    なお、 こ の場合においても 、 委託料の額は変更し ないも のと する 。  

 

 

４  業務概要 

本委託業務は、 委託者が、 次に掲げる 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記
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申請書及びマイ ナン バーカ ード の健康保険証利用登録解除申請書の入力等業務（ 以下「 入力

等業務」 と いう 。 ） について、 受託者に委託する も のであ る 。  

 なお、 業務の詳細については、 別紙「 業務内容等に係る 特記仕様書」 を 参照。  

 ま た、 本契約期間中に、 次に掲げる 入力等業務等以外の新たな申請書が生じ た場合や、 既

存の申請書での入力項目の追加、 削除、 変更等が発生し た場合は委託者と 協議の上、 入力等

業務を 行う こ と 。  

 

（ １ ） 入力等業務 

  ア 資格確認書交付等申請に係る 入力等業務 

  （ ア ） 申請書等の受領確認・ 開封作業 

  （ イ ） 申請書入力前点検作業 

  （ ウ ） 申請書入力、 入力内容点検作業 

  （ エ） 申請書等の整理・ 保管作業 

 

 イ  マイ ナ保険証登録解除申請に係る 入力等業務 

  （ ア ） 申請書等の受領確認・ 開封作業 

  （ イ ） 申請書入力前点検作業 

  （ ウ ） 申請書入力、 入力内容点検作業 

 （ エ） 申請書等の整理・ 保管作業 

 

 ウ  上記のほか後期高齢者医療医療制度に付随する 業務 

 

５  変更契約 

  当初の契約において委託者が想定し た別紙「 業務内容等に係る 特記仕様書」 に記載の業務

件数及び事務量等に大幅な 増減が見込ま れる 場合については、 委託者と 受託者の協議の上、

変更契約を 締結でき る も のと する 。  

 

６  受託者の責務 

（ １ ） 委託業務従事者及び業務責任者等の配置 

  ア 受託者は、 委託業務を 処理する た め、 高齢者の医療の確保に関する 法律、 神奈川県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する 条例及び関係法令等の趣旨及び業務の

重要性を 十分理解する と と も に、 委託業務に必要な 知識と 入力等業務等につき 専門的

知識、技能及び経験を 有し た 人員を 確保し た 上で、円滑に本委託業務を 行える 委託業務

従事者を 第２ 項に記載の履行場所に配置し 、 委託期間に渡っ て委託業務に従事さ せな

ければな ら ない。  

    な お、 委託業務従事者には、 服装、 姿勢、 態度、 言葉遣いなど について特に注意し 、

常に、 礼儀正し い対応を 心がけ来庁者に不快感を 与え な いよ う に努めなけ ればなら な
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い。  

    ま た、 各委託業務従事者が上記能力を 有し な いこ と によ り 、 本委託業務が滞る 等の障

害が発生し た場合には、 協議の上、 受託者は早急に能力保持者と の変更を 行い、 本委託

業務を 正常化する こ と 。  

  イ  業務責任者の専任並びに現場責任者及び副現場責任者の配置 

    受託者は業務責任者を 選任し 、 指揮監督を 行う に当た り 、 あ ら かじ め、 履行場所に、

現場における 管理、 指揮監督、 委託者への報告・ 連携、 その他業務の遂行に必要な事務

を つかさ ど る 現場責任者兼委託業務従事者及び副現場責任者兼委託業務従事者を 履行

場所に１ 名ずつ選任し なければな ら ない。  

  （ ア ） 業務責任者の職務 

     業務責任者は、 受託業務の遂行についての指揮監督を 行い、 現場責任者の指導を 行

う と と も に、 業務の遂行について委託者への報告に当たる も のと する 。  

  （ イ ） 現場責任者の資格 

     現場責任者は、 入力等業務の実務経験が２ 年以上あ る 者と し 、 副現場責任者は１ 年

以上ある 者と する 。  

     なお、 他業務と の兼業は可と する 。  

  （ ウ ） 現場責任者の職務 

     現場責任者は、 業務時間中に常駐し 、 業務従事者の指揮監督及び委託者と の連絡調

整を 行う 。  

     ま た、 現場責任者が欠ける 場合は副現場責任者がその責を 負う も のと する 。  

     受託者は、 現場責任者の役割を 明確にする と と も に、 常に適正な管理体制を と ら な

ければなら ない。  

  （ エ） 入力等業務従事者（ 以下「 従事者」 と いう 。 ）  

     一般常識を 持ち、 エク セルやワ ード の基本的な入力ができ る こ と 。  

  ウ  配置に関する 届出 

    受託者は、 履行場所において、 委託業務従事者の住所、 氏名、 さ ら に現場責任者と 副

現場責任者について は実務経験の経歴について記載し た 委託業務従事者名簿及び守秘

義務に関する 誓約書等を 委託業務に従事する 10 日前ま でに文書で委託者に提出し なけ

ればなら ない。委託業務従事者、現場責任者及び副現場責任者に変更がある 場合も 同様

と する 。  

  エ 配置に関する 注意事項 

    受託者は、履行場所に配置する 委託業務従事者を 頻繁に変える こ と のないよ う 留意す

る と と も に、業務の円滑な処理を 保証する た め、常に業務量に見合っ た 人員を 配置し 、

業務量増加の場合には、 速やかに、 従事者の増員を 図り 、 業務に支障が生じ な いよ う に

し なければなら な い。 こ の場合の経費はすべて契約金額に含ま れている も のと する 。  

    ま た、 各月の具体的な配置ス ケ ジュ ール、 席次調整は、 事前に協議し て決定する 。  
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（ ２ ） 委託業務従事者への研修等 

  ア 受託者は履行開始後においても 次の事項に留意し た研修を 定期的に行い、実施後に実

施報告を 委託者に対し 書面で行い、 常に、 従事者の業務に関する 知識及び技能の向上に

努めなければなら ない。  

  （ ア ） 業務の重要性、 公共性を 理解さ せる こ と 。  

  （ イ ） セキ ュ リ テ ィ 対策及び個人情報保護の重要性、 守秘義務を 理解さ せる こ と 。  

  （ ウ ） 端末機を 迅速に操作する 技能を 習得さ せる こ と 。  

  （ エ） 事務処理手順を 理解さ せる こ と 。  

  イ  前号の研修は、 専門知識を 有し た講師によ り 行われなければなら ない。  

  ウ  受託者は、 委託業務開始日から 正確・ 迅速・ 適正に職務が遂行でき る よ う 万全を 期す

 こ と 。  

 

（ ３ ） 労働条件の確保 

   受託者は、 業務の重要性に鑑み、 委託業務従事者に対し 、 最低賃金法等の各法律で定め

ら れた雇用主と し て一切の義務を 履行し 、ま た、委託業務従事者の労働意欲を 向上さ せる

よ う 、 適正かつ良好な 労働条件の確保に努めなければなら ない。  

 

（ ４ ） 苦情・ ト ラ ブル対応 

   受託業務に関する 苦情、 ト ラ ブル対応は受託者が責任を も っ て解決ま でを 行う 。  

   受託者は、 事故があ っ た場合は、 速やかに委託者に報告し なければなら ない。  

 

（ ５ ） 履行状況の報告と 確認 

  ア 受託者は、 別に定める 業務日報によ り 業務内容を 記録し 、 毎日作業終了後その業務日

報によ り 委託者に報告し なければなら ない。  

  イ  委託者は、 前号の報告について確認し 、 履行状況を 把握する も のと する 。  

  ウ  受託者は、 事故があ っ た と き は速やかに対応し 、 適切な 処置を し なけ ればな ら ない。 

ま た、 その旨を 委託者に速やかに報告を 行う こ と 。  

  エ 受託者は、 契約書、 仕様書及び特記事項に別段の定めがあ る も ののほか、 次に掲げる

事由が発生し たと き は、 速やかに委託者に届け出な ければなら ない。  

  （ ア ） 現場責任者、 副現場責任者及び業務従事者を 変更する と き  

  （ イ ） 委託業務の履行上必要があ る と 認めら れる と き  

  オ 受託者は、 契約内容又は業務履行に影響を 及ぼす可能性があ る 行為を する 場合には、

あ ら かじ め委託者と 協議し なければなら ない。  

  カ  受託者は、 ア の業務日報を 毎月と り ま と めて業務月報を 作成し 、 翌月 10 日ま でに委

託者に業務完了の届出を し なければなら ない。  

  キ  委託者は、 前号の業務完了届を 受理し たと き は、 その日から 10 日以内に業務完了の

検査を し なければなら ない。  
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（ ６ ） 業務連絡会の開催 

   委託者及び受託者は、 履行場所において、 業務連絡会を 設置し 、 下記について協議を 行

う と と も に、本委託業務の処理にあ たり 連絡を 密にし 、毎月及び必要に応じ て 事務打合せ

を 行い、 本委託業務の円滑な事務処理に努めなければなら ない。  

   な お、 受託者は、 業務連絡会及び必要に応じ て行う 事務打ち 合わせの都度、 議事録を 作

成し 、 会の終了後、 遅滞なく 委託者に提出し なければなら ない。  

  ア  委託業務履行において生じ た疑義案件の対応方法 

  イ  課題検討によ る 業務マニュ アルの内容更新 

  ウ  その他 

（ ７ ） 事務打合せの実施 

   週１ 回、 現場責任者と 委託者でそれぞれ定期報告を 行う と と も に業務の進め方、 手法に

ついて打合せを 実施する 。  

（ ８ ） 作業工程計画書の提出 

  ア 受託者は、準備期間（ 概ね１ か月以上と する 。） を 設け、研修等の作業工程について、

十分な協議を 委託者と 事前に行い、作業工程計画書を 作成し 、委託者に提出する も のと

する 。 た だし 、 委託者が認める と き は、 準備期間を 設けず、 研修等の作業工程を 省略す

る こ と ができ る も のと する 。  

  イ  準備期間に生じ る 受託者の費用は、 受託者の負担と する 。  

 

７  作業全般における 要件 

（ １ ） データ 等の帰属 

  ア 業務に関する 一切の情報は委託者の情報であ っ て、 受託者は、 その内容を 侵す一切の

行為を し てはなら ない。  

  イ  業務に関する 一切の情報、 業務遂行の結果生じ た 一切の情報は、 委託者に帰属する 。

本委託によ る 成果物及び記録媒体等について 、委託者が対外的な発表を 行う こ と 、複製、

翻訳、 翻案、 譲渡及び貸与を する こ と に関し て、 受託者は、 一切の異議を 申し 立てな い

こ と 。  

  ウ  本契約の履行によ る 成果物及び記録媒体等の一切について、 第三者の著作権、 特許権

その他の権利を 侵し て はなら ない。  

（ ２ ） セキ ュ リ ティ 対策・ 個人情報保護等 

  ア 受託者は、プラ イ バシーマーク 等の情報セキ ュ リ テ ィ 関連認証を 取得し ている 者であ

る こ と 、 又は個人情報保護方針を 定めて いる 者であ る こ と 。  

  イ  受託者は、 業務の履行にあ たり 、 特記事項を 遵守し 、 個人情報保護に関する 措置を 行

わなければなら な い。  

  ウ  受託者は、 個人情報の守秘義務に関する 誓約書を 委託者に提出し なけ ればな ら ない。 

  エ 個人情報以外の行政情報についても 、 個人情報に準じ た取扱いを 行う も のと し 、 漏え

い、 き 損、 滅失及び改ざ ん等の事故がな いよ う 管理する こ と 。  
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  オ 委託者から 提供さ れた原票、 資料、 貸与品等を 、 委託者の承諾なく 、 複写又は複製並

びに第三者への提供はし ないこ と 。 ま た 、 そのために必要な措置を 講ずる こ と 。  

  カ  委託者から 提供さ れた資料は原則と し て貸出によ る も のと し 、業務終了期日ま でに返

却する こ と 。  

  キ  万が一、 守秘義務違反に関する 責任が生じ た 場合は受託者の責と し 、 金銭的な損害が

発生し た 場合において は、 全額を 受託者が負う も のと する 。  

  ク  業務実施中に事故が発生し たと き は、 委託者に速やかに報告し 、 その指示に従わなけ

ればなら ない。  

  ケ  個人情報等の取扱い及び守秘義務については、 委託契約終了後も 同様と する 。  

 

８  執務室・ 備品・ 消耗品等の準備、 取扱い 

（ １ ） 委託者は、 本委託業務遂行に必要と なる 次に掲げる 設備・ 機器・ 執務室（ 以下「 貸与品

等」 と いう 。 ） については、 本契約書に定める 履行期間に限り 、 受託者に貸与する 。 その

費用は委託者が負担する 。  

   な お、 執務室については、 委託者が受託者に提供する こ と と し 、 当該執務室の使用料及

び電気料金等の光熱費は委託者が負担する 。  

  ア  事務機器（ パソ コ ン 端末常設８ 台、フ ァ ッ ク ス 、コ ピ ー複写機、プリ ン タ 、紙折り 機）、

コ ピ ー代金、 コ ピ ート ナー代金 

  イ  机、 椅子及びキ ャ ビ ネッ ト  

  ウ  事務局内連絡用電話機 

    ただし 、 受託者固有の事務に使用する 電話又はフ ァ ク ス については、 受託者で用意す

る こ と 。  

  エ 執務室及び各室に付帯する 設備等 

  オ その他業務履行上使用する 委託者の備品 

（ ２ ） 受託者は、 貸与品等の使用については善良な管理者の注意義務を も っ て 適正に使用し な

ければなら ない。  

   なお、 受託者又は受託者の使用人の故意又は過失によ り 、 貸与品等を 滅失、 毀損等の損 

害を 与えた 場合には、 その賠償の責を 負わな ければなら な い。  

 

９  災害時・ シス テム 障害発生時の対応 

  受託者は、 災害時、 シス テム 障害発生時においては速やかに委託者の指示に従い、 可能な

範囲で業務を 行う も のと する 。  

 

10 提出書類 

  受託者は、 契約書、 本仕様書及び特記事項に別段の定めのある も ののほか、 別表に定める

書類を それぞれの期日ま でに委託者に提出し なければなら ない。  
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11 費用の負担 

  本委託業務に要する 費用については、 全て委託費に含める こ と と する 。  

 

12 委託料の請求及び支払 

（ １ ） 部分払い（ 全３ 回均等割り ） と し 、 各月の支払い金額は委託者が指定する 「 契約書別紙

部分払内訳書」 （ 以下「 部分払内訳書」 と いう 。 ） に規定する も のと する 。  

   た だし 、 均等割り し た際、 金額に端数が生じ る 場合は、 端数を 初月に加算する 。  

   な お、 変更契約を 行っ た場合の支払金額については、 新たに規定する 部分払内訳書のと

おり と する 。  

（ ２ ） 「 ６  受託者の責務 （ ５ ） 履行状況の報告と 確認 キ 」 に基づく 委託者の検査が完了

し 次第、 受託者は速やかに請求書を 提出する こ と 。  

   た だし 、 会計事務の都合によ り 、 委託者が月次報告の前に業務完了届の提出を 求めた際

は、 こ の限り ではない。  

   な お、 受託者は、 委託者によ る 検査に際し 、 委託者から の質問、 検査及び資料の提示等

の指示に応じ なければなら ず、 こ れら について修正及び改善要求があ っ た場合には、 別途

協議の場を 設けて対応を 決定する こ と 。  

（ ３ ） 委託者は、 請求さ れた委託料について 、 適正な請求を 受けた日から 30 日以内に、 受託

者の指定する 金融機関の口座に払い込む。  

 

13 履行状況の確認 

  委託者は、 受託者の業務履行について 随時確認を 行い、 確認の結果、 履行状況に不備が認

めら れる と き は、 改善の要求を 行う こ と ができ る 。  

 

14 その他注意事項 

（ １ ） ス ケ ジュ ール及び仕様の詳細について は、 契約後、 調整を 行う も のと する 。  

（ ２ ） シス テム 仕様変更等に伴い、 入力方法が変更さ れた場合は、 その都度、 調整の上、 対応

する も のと する 。  

（ ３ ） 受託者は、 契約締結後 14 日以内に本契約約款（ 委託業務一般） 特記事項（ 個人情報の

保護） 第３ 条に定める 第３ 号様式「 受託業務における 個人情報取扱状況報告書」 を 提出す

る こ と 。  

（ ４ ） 災害や社会情勢の著し い変化等が発生し た場合、 受託者と 委託者は必要に応じ て仕様書

の内容の見直し を 協議する 。  

   ま た、 本仕様書に定めのな い事項及び業務実施上疑義が生じ た場合は、 委託者と 協議の

上、 委託者の指示に従い、 誠実に対処する こ と 。  

（ ５ ） 受託者は、 その責めに帰すべき 事由及び契約を 解除さ れた場合において、 第三者並びに

委託者に損害を 与えた 場合、 直ちにその損害を 被害者にこ の業務委託料の額を 限度と し て

賠償し なければなら な い。  
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   た だし 、 故意又は重大な過失によ り 、 委託者に重大な 損害を 与えたと き 並びに契約書に

て定める 特記事項の違反によ る 契約解除の場合は、 賠償額に限度は設けない。  

（ ６ ） 受託者は、 労働基準法、 雇用保険法、 労働者災害補償保険法、 職業安定法、 その他関係

法令等の定めに従わな ければなら な い。  

（ ７ ） 委託業務従事者への指揮・ 命令・ 管理・ 監督及び指導・ 育成については、 包括的受託の

観点から 、 受託者が責任を も っ て遂行体制・ 指揮命令系統を 確保し 、 円滑な 業務の実施を

行う こ と 。  

（ ８ ） 本仕様書に記述がない事項は、 双方協議の上こ れを 決定する も のと する 。  

（ ９ ） 受託者は、 本仕様書ま たは別に委託者よ り 指示を 受けた 作業以外に、 設備や機器等を 使

用し てはな ら ない。  

（ 10） 関係法令や後期高齢者医療制度の見直し によ る 取扱いの変更等によ り 仕様の変更が生じ

る 場合は、 双方協議の上、 合理的な 範囲で取扱い及び仕様を 変更し 、 受託者の負担によ り

こ れを 処理する も のと する 。  

 

15 その他 

  当該落札決定の効果は、 令和７ 年度当初予算に係る 議会の議決がなさ れた 後、 令和７ 年４  

 月１ 日の令和７ 年度予算発効時において効果を 生ずる も のと し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 
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提出書類 

 

提出書類 提出期限 様式 

業務担当者（ 新規・ 変更） 届 

（ 経歴書も 含む）  

業務担当者を 新規に決定又は変更する

と き  
別紙（ 様式１ ）  

業務従事者名簿 

（ 経歴書も 含む）  

業務従事者を 新規に決定又は変更する

と き  
別紙（ 様式２ ）  

経歴書 
業務従事者を 新規に決定又は変更する

と き  

別紙 

（ 様式１ ・ ２ 共通）  

シフ ト 表 
毎月 25 日ま で 

変更を 生じ る と き  
任意様式 

業務日報 毎業務日 

別途協議 

月次業務報告書 毎月５ 日ま で 

個人情報の取扱いに係る 管理

監督者（ 新規・ 変更） に関する

届及び誓約書 

個人情報の取扱いに係る 作業の開始前

ま で 

別紙（ 様式３ －１ ）  

 （ 様式３ －２ ）  

個人情報の取扱いに係る 業務

従事者（ 新規・ 変更） に関する

届及び誓約書 

個人情報の取扱いに係る 作業の開始前

ま で 

別紙（ 様式４ －１ ）  

 （ 様式４ －２ ）  

 

※ その他本表に定めのない様式は、 委託者と 受託者と で協議の上、 定める も のと する 。  

 



 

 様式１  

年  月  日  

 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

                   受託者 

                                     

 

業務担当者（ 新規・ 変更） 届 

 

 令和  年  月  日に契約し た 下記業務について 、 下記のと おり 、 業務担

当者を 定め（ 変更し ） た ので、 別紙経歴書を 添えて 、 届出ま す。  

 

記 

 

 業 務 名                     

 履行期間  令和  年  月  日から  令和  年  月  日ま で 

業務担当者 

区 分 新 旧（ 変更前）  

業務責任者   

現場責任者   

副現場責任者   

   

変更年月日  令和  年  月  日 

 ※ １  新規に提出する 場合は、「 新」の欄のみ記入し 、不要な 欄には斜線する 。  

   ２  変更の場合は、 変更のない業務責任者等の名称も 「 新」 及び「 旧」 の

欄に記載する 。  

     ま た、 経歴書は、 変更する 業務責任者等の分のみを 添付する 。  

 

  

  



 

 様式２  

年  月  日  

 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

                   受託者 

                                     

 

業務従事者名簿 

 

 令和  年  月  日に契約し た 下記業務について 、 業務従事者名簿を 提出

いた し ま す。  

 

記 

 

 １  業務名                     

 ２  業務従事者 

 氏名 住所 生年月日 備考（ 職名等）  

現場 

責任者 
    

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10     

11     

12     

上記のと おり 相違あ り ま せん。   

 

  



 

 様式１ ・ ２ 共通 

 添付資料 

 

経 歴 書 

 

業 務 名  

履行期間  令和  年  月  日から   令和  年  月  日ま で 

フ リ ガナ 

氏 名 

 

 
生年月日   年  月  日（   歳）  

現 住 所  

資 格  

職 歴 
   年  月                  に入社  

 

職 名  

（ 主任、 契約

社員、 派遣社

員等）  

 

実務経験年数 
   年   か月 

 

過去に従事 

し た 業務名 

  年  月 ～  年  月  

  年  月 ～  年  月  

  年  月 ～  年  月  

  年  月 ～  年  月  

  年  月 ～  年  月  

  年  月 ～  年  月  

  年  月 ～  年  月  

  年  月 ～  年  月  

 ※ 「 資格」 の欄は、 法令によ る 免許及び登録番号を 記載する 。   



 

 様式３ －１  

年  月  日  

 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

                   受託者 

                                     

 

個人情報の取扱いに係る 管理監督者（ 新規・ 変更） に関する 届 

 

 令和  年  月  日に契約し た 下記業務に係る 個人情報の取り 扱いの管理

監督者について、 下記のと おり 、 届出ま す。  

 

記 

 

 業 務 名                     

 履行期間  令和  年  月  日から  令和  年  月  日ま で 

（ １ ） 個人情報保護管理責任者 

 役職・ 氏名：  

 経歴・ 資格：  

 選任の目的：   

（ ２ ） 作業責任者（ 現場責任者）  

 役職・ 氏名：  

 経歴・ 資格：  

 選任の目的：   

（ ３ ） ○○管理者 

 役職・ 氏名：  

 経歴・ 資格：  

 選任の目的  

【 記載要領】  

 ① 個人情報を 保護管理し 、作業を 監督する 立場にあ る 者について 記載する こ と  

 ② 選任の目的を 明確にする こ と  

 

 

  



 

 様式３ －２  

年  月  日  

 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

                   受託者 

                                     

 

誓 約 書 

 

 令和  年  月  日に契約し た下記業務について、 神奈川県後期高齢者医

療広域連合個人情報保護条例及び特記事項（ 個人情報の保護） を 遵守し 、 業務上

知り 得た 個人情報及び機密事項を 正当な理由なく 他人に知ら せ、 ま た は不当な目

的に利用し ないこ と を 誓いま す。  

 

記 

 

 業 務 名                     

 

 履行期間  令和  年  月  日から  令和  年  月  日ま で 

 

  

 

  



 

 様式４ －１  

年  月  日  

 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

                   受託者 

                                     

 

個人情報の取扱いに係る 業務従事者（ 新規・ 変更） に関する 届 

 

 令和  年  月  日に契約し た 下記業務に係る 個人情報の取り 扱いの業務

従事者について、 下記のと おり 、 届出ま す。  

 

記 

 

 業 務 名                     

 履行期間  令和  年  月  日から  令和  年  月  日ま で 

氏名 従事する 業務の内容 身分（ 正社員、 契約社員等）  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

【 記載要領】  

 ① 個人情報の取扱いに係る 業務従事者の全てについて 記載する こ と  

 ② 従事する 作業の内容は、 詳細に記載する こ と  

 ③ 身分については、受託者と その使用する 者と の雇用契約等の関係（ 正規採用、

臨時採用、 派遣受け入れ等） が分かる 内容を 記載する こ と  

  



 

 様式４ －２  

年  月  日  

 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

 

誓 約 書 
 

 

 私は、 神奈川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例を 遵守し 、 業務上知 

り 得た個人情報及び機密事項を 正当な理由なく 他人に知ら せ、 ま たは不当な 目的 

に利用し ないこ と を 誓いま す。  

 

 

 

        住 所                         

        氏 名                         
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令和７ 年度資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書等入力等業務委託 

業務内容等に係る 特記仕様書 

 

＜業務件数について＞ 

  次に掲げる 想定件数は、 あ く ま でも 目安であ り 、 必ずし も 実施件数と は一致し ない。  

  

Ⅰ． 入力等業務 

 １  資格確認書交付等申請に係る 入力等業務 

時期 想定件数 

４ 月～６ 月 170, 000 件（ ３ か月）  

 

 （ １ ） 申請書受領、 開封作業 

   ア  申請書を 受領し 、 通数を 確認 

   イ  開封 

 

 （ ２ ） 申請書入力前点検作業 

   ア  点検内容 

交付を 希望する 被保険者と 申請者の整合性確認、 添付書類の確認等 

 

 （ ３ ） 申請書等入力、 入力内容点検作業 

   ア  申請書に記載さ れた 内容の「 神奈川県後期高齢者医療広域連合電算処理シ ス テム 」

（ 以下「 標準シス テム 」 と いう 。 ） への入力（ 入力時間の目安は 40 秒程度）  

   イ  標準シス テ ム 入力後の入力内容の点検 

   ウ  入力後申請書の整理、 保管作業 

     １ 週間の区切り で日付、 自治体の順に整理 

 

 ２  マイ ナ保険証登録解除申請に係る 入力等業務 

時期 想定件数 

４ 月～６ 月 30, 000 件（ ３ か月）  

 

 （ １ ） 申請書受領、 開封作業 

   ア  市区町村から 送付さ れる 申請書を 受領し 、 通数を 確認 

   イ  開封 
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 （ ２ ） 申請書入力前点検作業 

   ア  点検内容 

被保険者番号、 氏名、 生年月日、 住所、 申請日、 解除を 希望する 被保険者と 申請者 

  の整合性確認、 添付書類の確認等 

 

 （ ３ ） 申請書等入力、 入力内容点検作業 

   ア  申請書に記載さ れた 内容を 「 神奈川県後期高齢者医療広域連合電算処理シ ス テム 」

（ 以下「 標準シス テム 」 と いう 。 ） へ入力（ 入力時間の目安は 40 秒程度）  

   イ  標準シス テ ム 入力後の入力内容の点検 

   ウ  入力後申請書の整理、 保管作業 

     １ 週間の区切り で日付、 自治体の順に整理 

 

Ⅱ． 入力等業務の詳細 

 １  受託者は、 委託者の全体の業務に支障を き たさ ぬよ う 、 委託者が別に定める 期日を 遵守

する ため、 速やかに処理する こ と を 原則と する 。  

 ２  疑義案件については、 委託者と 協議の上、 定める 様式に基づき 、 委託者へ引継ぎ を 行う

こ と 。  

 ３  受託者は、 委託者の業務経験者が新規の者に入れ替わっ た場合でも 、 業務に支障を 生じ

ないよ う 、 業務マニュ アルを 検証し 、 実際の業務を 行いながら 、 随時業務マニュ ア ルを 更

新し 提出する こ と 。  

 ４  前各号の取り 扱いについて、 及び付随する 業務については、 必要に応じ て業務連絡会に

て協議の上、 細部の取り 扱いを 決める も のと する 。  


